
秋田管内道路改築事業監理業務

  本業務は、秋田河川国道事務所管内の改築事業の効率的で確実な進捗を図
ることを目的として実施するものである。具体的には、事業の早期完成を目
指し、工事完成までに必要となる業務を対象に官民がパートナーを組み、官
民双方の技術・経験を活かしながら効率的なマネジメントを行うことによ
り、事業の促進を図るものである。
　・道路事業監理業務　１式

分任支出負担行為担当官
東北地方整備局　秋田河川国道事務所長
尾﨑　精一
秋田県秋田市山王１丁目１０－２９

令和　７年　４月　１日

（一社）東北地域づくり協会

宮城県仙台市青葉区八幡１－４－１６

３１，０２０，０００円（税込み）

３１，０６４，０００円（税込み）

　　別添のとおり

秋田河川国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　４月　１日

履 行 期 間 (至) 令和　８年　３月３１日

業 種 区 分

随意契約によることとした理
由

備 考

予 定 価 格

業 務 概 要

業 務 場 所

業 務 の 名 称

契約担当官等の氏名並びにそ
の

所属する部局の名称及び所在
地

契 約 業 者 の 住 所

契 約 業 者 名

随意契約結果及び契約の内容

契 約 年 月 日

契 約 金 額




